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研究成果の概要（和文）：本研究は、民主主義過程で展開される熟議が必ずしも公正な結果に至るとは限らない
ことから、公正な結果を望む熟議の当事者に求められる理論的条件の探究を目的とした。そのため、熟議理論の
源流にあたると考えられる思想に対する批判的検討を通じて、熟議当事者にとって参照可能な指針として従来と
は異なる〈法的思考〉の理論的枠組を探った。本研究の結果、正義に配慮し公正な結果を望む当事者や、本人に
帰責し得ない社会的マイノリティや被差別者の権利保障に資する考え方として、民主主義社会においても多数決
にのみ頼らず首尾一貫した理由に基づく公正な問題解決を志向する〈法的思考〉のあり方が示された。

研究成果の概要（英文）：The deliberation in the democratic process does not always lead to fair 
outcomes. The purpose of this study is to explore the theoretical conditions required of 
participants in the deliberation who want a fair outcome. In this study, through a critical 
examination of the original ideas of deliberative theory, we explored an unconventional theoretical 
framework of legal thinking as a guide that participants in deliberative theory can refer to. As a 
result of this study, we have shown how legal thinking, even in a democratic society, tends toward 
fair problem solving based on consistent reasons rather than relying only on majority rule, as a way
 of thinking that contributes to guaranteeing the rights of those who want justice and fair results,
 and of social minorities and discriminated persons who cannot be blamed on the person in question.

研究分野： 法哲学・法思想史
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究は、主に司法の場を想定していた従来の法的思考に代えて、熟議という政治実践に役立つ新たな手法とし
ての〈法的思考〉のあり方を模索したものとして位置づけられる。これは、持続的に発展可能な熟議文化の実践
を志向する政治学的課題に対して応答しようとするものであると同時に、法学において蓄積されてきたリソース
を援用することによって政治実践における公正さを確保し補完しようとする試みでもある。熟議概念を織り成す
思想史上の問題に対して検討を加えたことにより、社会的現実として展開される熟議を理論的に分析し、今後の
研究の方向性を示した見取り図を提供した点も、本研究による重要な成果である。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 
 いわれなき不利益を受けているマイノリティ、例えばアイヌ先住民や LGBT など被差別者の
声に耳を傾け、権利保障を及ぼすための理論構成は、法哲学の分野における喫緊の課題である。
だが、熟議を通じてこうした問題を公正に解決しようとするのであれば単なる多数決にのみ頼
ることはできず、そこには公正な結果を導き出そうとする一定の配慮が求められることになる。 
今日の熟議民主主義に関する研究は、ドライゼクが「民主主義理論の熟議的転回」（J. Dryzek, 

Deliberative Democracy and Beyond）を提唱してから、英語圏において発展したと考えられる（た
とえば、B. Ackerman & J. S. Fishkin, Deliberation Day / C. Sunstein, Deliberative trouble?  などを
参照）。また、ドイツにおいてコミュニケーション理論を熟議のレベルにまで高めたのはハーバ
ーマスであるといえる（J. Habermas, Fakutizität und Geltung）。そして日本では、田村哲樹『熟
議の理由』や『熟議民主主義の困難』および松下啓一『熟議の市民参加』が理論と実践両面で熟
議を扱う代表的なものとして知られている。 
もっとも、従来の熟議研究においては、熟議における政治的なものの考え方と、首尾一貫した

法的理由を重視する法的な考え方が乖離している感は否めず、双方が協働するという視点は欠
いている。この点は、法的思考論の側からみても、ドイツや英米の哲学からケルゼン理論および
裁判論から司法制度論に至るまで多彩だが（たとえば、亀本洋『法的思考』／高橋文彦『法的思
考と論理』などを参照）、これらはあくまでも法的思考論として展開されていることから熟議の
局面に問題関心が向けられているわけではない。 
法的思考が主に裁判に関わるものであるとすれば、これに民主的なものを求める必要はない

が、法的思考には首尾一貫した法的理由を根拠に据えることで公正としての正義を目指すとい
った面もある。そこで本研究では、熟議の源流にあたるとみられる様々な理論家の思想を再検討
することによって、公正な結果を望む熟議当事者のコンパスになり得るような〈法的思考〉とは
何かを探ることにした。 
 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、今日の熟議民主主義に関する研究の源流にあたるとみられる思想家の議論
と既存の法的思考をめぐって蓄積された理論を再検討することによって、多数決に過剰な依存
をすることなく公正な結論を目指す熟議が成り立つための条件を探ることにあった。具体的に
は、①熟議によって得られた結論が公正なものとしてみなせる理論的条件とは何か、②熟議民主
主義に参加する当事者に対して求められる考え方およびその論拠や結論はどのように示される
か、③この①と②を踏まえた熟議民主主義が成り立つとした場合にマイノリティや被差別者に
対する理解と権利保障がどのように進むことになるか、を探った。 
 また、本研究において求められる〈法的思考〉のあり方としては、首尾一貫した法的理由の原
理を重視し公正な結論に関心を寄せ、公正な結果を志向する熟議当事者の指針になるようなも
のになることが目指された。それは熟議を公正な方向へリードし、自らの主張を相互チェックす
るよう反省的に働きかけ、熟議に臨む誰もが利用できるコンパスとなることで、特にマイノリテ
ィや被差別者の権利保障をめぐる熟議で効果が発揮されることを想定したものといえる。 
 
 
３．研究の方法 
 本研究の目指す〈法的思考〉は、首尾一貫した法的理由の原理を重視し公正な結論に関心を寄
せ、公正な結果を志向する熟議に参加する者が指針として利用できる考え方である。そして、本
研究の特色である思想史的背景についての検討を踏まえた上で、これを導出することにした。 
そこで本研究においては、以下の方法を複合的に取り込むことによって進められた。①必要と

される文献の網羅的収集と調査。②当該関連分野の研究者訪問と現地調査。③得られた成果の整
理と検討。④学会と論文を通じた成果の発表と政策的提言。これらは、それぞれの方法がそれぞ
れの方法を実施する際に関係してくることも少なくないことから、柔軟に組み合わせることに
よって研究の効率的な実施の実現を図ったものである。 
 
 
４．研究成果 
 本研究においては、主に司法の場を想定していた従来の法的思考に代えて、熟議という政治実
践に役立つ新たな手法としての〈法的思考〉のあり方が探究された。そのねらいは、持続的に発
展可能な熟議文化の実践を志向する政治学的課題に対して応答しようとするものであると同時
に、法学において蓄積されてきたリソースを援用することによって政治実践における公正さを
確保し補完しようとする点にあった。 
本研究の結果、熟議理論の淵源としては思想史上にみられるコミュニケーション論まで遡っ

て考えられることが示され、コミュニケーション論に基づく熟議民主主義において必要な正統



性および法の妥当根拠については、これらが法哲学的承認説に連なる系譜に位置していること
も明らかになった。また、こうした一連の検討を通じて、熟議という政治実践において求められ
る〈法的思考〉とは、首尾一貫した法的理由を根拠に据えることで公正としての正義を目指すも
のでならなければならないことが改めて確認されるとともに、コミュニケーション論という熟
議の根底を支える議論が実はドイツ法思想史における法的思考と法感情との間に横たわる問題
に通底した重要な視座を提供するものであるという、今後の本研究を発展的に進めていくにあ
たって有益な示唆を得た。 
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